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大田原市下水道条例及び大田原市農業集落排水施設の管理等に関する条例の一部を改正する条例 

 （大田原市下水道条例の一部改正） 

第１条 大田原市下水道条例（昭和５７年条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前（旧）の欄に掲げる規定を同表の改正後（新）の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後（新） 改正前（旧） 

（排水設備の接続方法及び内径等） （排水設備の接続方法及び内径等） 

第３条 排水設備の新設、増設又は改築（以下「新設等」とい

う。）を行おうとするときは、次の各号に定めるところによ

らなければならない。 

第３条 排水設備の新設、増設又は改築（以下「新設等」とい

う。）を行おうとするときは、次の各号に定めるところによ

らなければならない。 

⑴・⑵ （略） ⑴・⑵ （略） 

⑶ 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者

が特別な理由があると認める場合を除き、次の表に定める

ところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の

区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管及

び同表の右欄に掲げる勾配に相当する流下能力のあるもの

とすること。 

⑶ 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者

が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定める

ところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の

区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管及

び同表の右欄に掲げる勾配に相当する流下能力のあるもの

とすること。 



排水人口 

（単位 人） 

排水管の内径 

（単位 ミリメートル） 

勾配 

（略） 
 

排水人口 

（単位 人） 

排水管の内径 

（単位ミリメートル） 

勾配 

（略） 
 

⑷ 雨水を排除すべき排水管の内径は、管理者が特別な理由

があると認める場合を除き、次の表に定めるところによる

ものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、

それぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管及び同表の右欄

に掲げる勾配に相当する流下能力のあるものとすること。 

⑷ 雨水を排除すべき排水管の内径は、管理者が特別に理由

があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによる

ものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、

それぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管及び当該右欄に

掲げる勾配に相当する流下能力のあるものとすること。 

排水面積 

（単位 平方メートル） 

排水管の内径 

（単位 ミリメートル） 

勾配 

（略） 
 

排水面積 

（単位平方メートル） 

排水管の内径 

（単位ミリメートル） 

勾配 

（略） 
 

２ （略） ２ （略） 

（公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等） （公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等） 

第４条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設

（排水設備及び法第２４条第１項の規定によりその設置につ

いて許可を受けるべき排水施設を除く。以下次条において同

じ。）の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めると

ころによらなければならない。 

第４条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設

（排水設備及び法第２４条第１項の規定によりその設置につ

いて許可を受けるべき排水施設を除く。以下次条において同

じ。）の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めると

ころによらなければならない。 

⑴～⑶ （略） ⑴～⑶ （略） 

（排水設備等の工事の検査） （排水設備等の工事の検査） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２ 管理者は、前項の検査をした場合において、当該工事が排

水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合している

と認めるときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し 

２ 管理者は、前項の検査をした場合において、当該工事が排

水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合している

と認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し 



、検査済証を交付するものとする。 、検査済証を交付するものとする。 

（特定事業場からの下水の排除の制限） （特定事業場からの下水の排除の制限） 

第９条 （略） 第９条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域

（湖沼を除く。）に直接排除されたとした場合においては、

排水基準を定める省令（昭和４６年総理府令第３５号）によ

り、当該下水について第１項各号に掲げる項目に関し当該各

号に定める水質（前項の規定が適用される場合にあっては、

同項に定める水質）より緩かな水質の排水基準が適用される

ときは、当該下水に係る第１項に規定する水質の基準は、前

２項の規定にかかわらず、その排水基準とする。 

３ 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域

（湖沼を除く。）に直接排除されたとした場合においては、

排水基準を定める総理府令（昭和４６年総理府令第３５号）

により、当該下水について第１項各号に掲げる項目に関し当

該各号に定める水質（前項の規定が適用される場合にあって

は、同項に定める水質）より緩かな水質の排水基準が適用さ

れるときは、当該下水に係る第１項に規定する水質の基準は 

、前２項の規定にかかわらず、その排水基準とする。 

（排除の停止又は制限） （排除の停止又は制限） 

第１２条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれ

かに該当するときは、排除の停止又は制限をすることができ

る。 

第１２条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号の一に該

当するときは、排除の停止又は制限をすることができる。 

⑴～⑶ （略） ⑴～⑶ （略） 

（その他の届出） （その他の届出） 

第１５条 使用者又は排水設備等の所有者は、次の各号のいず

れかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければな

らない。 

第１５条 使用者又は排水設備等の所有者は、次の各号の１に 

該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。 

⑴～⑶ （略） ⑴～⑶ （略） 

（使用料） （使用料） 

第１６条 使用者は、次の区分により算出した合計額に消費税

法（昭和６３年法律第１０８号）第２９条に規定する消費税

第１６条 使用者は、次の区分により算出した合計額に消費税

法（昭和６３年法律第１０８号）第２９条に規定する消費税



の税率を乗じて得た額及びその消費税の額に地方税法（昭和

２５年法律第２２６号）第７２条の８３に規定する地方消費

税の税率を乗じて得た額を合算した額（以下「消費税相当額 

」という。）を当該合計額に加えた額（当該額に１円未満の

端数があるときは、これを切り捨てた額）を使用料として納

付しなければならない。 

の税率を乗じて得た額及びその消費税の額に地方税法（昭和

２５年法律第２２６号）第７２条の８３に規定する地方消費

税の税率を乗じて得た額を合算した額（以下「消費税相当額 

」という。）を当該合計額に加えた額（当該額に１円未満の

端数があるときは、これを切り捨てた額）を使用料として納

付しなければならない。 

種別 基本使用料（１月に

つき） 

従量使用料 

汚水量 金額 汚水量 金額（１㎥に

つき） 

一般

用 

１０㎥ま

で 

１，２５

０円 

１０㎥まで ２２円 

１０㎥を超え

３０㎥まで 

１４５円 

３０㎥を超え

５０㎥まで 

１５５円 

５０㎥を超え

るもの 

１６０円 

１００㎥を超

えるもの 

１５５円 

湯屋

用 

３００㎥

まで 

１９，０

００円 

３００㎥を超

えるもの 

６５円 

臨時

用 

１㎥につき １６０円 

 

種別 基本料金（１箇月につ

き） 

超過金額 

汚水量 金額 汚水量 金額（１㎥に

つき） 

一般

用 

１０㎥ま

で 

１，２５

０円 

１０㎥まで ２２円 

１０㎥を超え

３０㎥まで 

１２５円 

３０㎥を超え

５０㎥まで 

１３５円 

５０㎥を超え

１００㎥まで 

１４５円 

１００㎥を超

えるもの 

１５５円 

湯屋

用 

３００㎥

まで 

１７，０

００円 

３００㎥を超

えるもの 

５５円 

臨時

用 

１㎥につき １４５円 

 

（汚水量の認定） （汚水量の認定） 



第１７条 使用者が排除した汚水量の認定は、次の各号に定め

るところによる。 

第１７条 使用者が排除した汚水量の認定は、次の各号に定め

るところによる。 

⑴・⑵ （略） ⑴・⑵ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１３条の規定による届出をしないで公共下水道を使用し

た者に係る使用水量については、管理者が認定する。 

３ 第１３条の規定による届出をしないで公共下水道を使用し

た者に係る使用水量については、管理者が認定する。 

（計量装置） （計量装置） 

第１９条 （略） 第１９条 （略） 

２ 使用者は、善良な管理者の注意をもって前項の装置を管理

するものとし、使用者の責めに帰すべき理由によりその装置

を毀損し、又は滅失したときは、管理者の定める損害額によ

り、これを賠償しなければならない。 

２ 使用者は、善良な管理者の注意をもって前項の装置を管理

するものとし、使用者の責めに帰すべき理由によりその装置

をき損し、又は滅失したときは、管理者の定める損害額によ

り、これを賠償しなければならない。 

（特別な場合における使用料の算定） （特別な場合における使用料の算定） 

第２０条 使用月の中途において、公共下水道の使用を開始、

休止、廃止又は再開した場合の基本使用料は、次の各号に定

めるところによる。 

第２０条 使用月の中途において、公共下水道の使用を開始、

休止、廃止又は再開した場合の使用料は、次の各号に定める

ところによる。 

⑴ 使用日数が１５日以内で、かつ、汚水排水量が基本汚水

量の２分の１以下の場合は、基本料金の２分の１の金額と

する。 

⑴ 使用日数が１５日以内で、かつ、汚水排水量が基本汚水

量の２分の１以下の場合は、基本料金の２分の１の金額と

する。 

⑵ 使用日数が１５日を超え、又は汚水排水量が基本汚水量

の２分の１を超える場合は、１月分として算定した金額と

する。 

⑵ 使用日数が１５日を超え、又は汚水排水量が基本汚水量

の２分の１を超える場合は、１月分として算定した金額と

する。 

２ （略） ２ （略） 

（概算使用料の前納） （概算使用料の前納） 

第２２条 公共下水道を臨時に使用する者は、その都度、管理 第２２条 公共下水道を臨時に使用する者は、そのつど管理者



者が定める概算使用料を前納しなければならない。ただし、

管理者が前納させる必要がないと認めるものについては、こ

の限りでない。 

が定める概算使用料を前納しなければならない。ただし、管

理者が前納させる必要がないと認めたものについては、この

限りでない。 

２ 前項の規定により前納された概算使用料の精算は、使用者

から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき又は

管理者が必要と認めるときに行うものとする。 

２ 前項の規定により前納された概算使用料の精算は、使用者

から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、又

は管理者が必要と認めたときに行うものとする。 

（手数料） （手数料） 

第２４条 （略） 第２４条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 既納の手数料は、返還しない。ただし、管理者が必要と認

めるときは、この限りでない。 

３ 既納の手数料は、返還しない。ただし、管理者が必要と認

めた場合は、この限りでない。 

（行為の許可） （行為の許可） 

第２５条 法第２４条第１項に規定する行為の許可を受けよう

とする者は、管理者が別に定めるところにより、次の各号に

掲げる図面を添付して管理者に申請しなければならない。許

可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。 

第２５条 法第２４条第１項に規定する行為の許可を受けよう

とする者は、管理者が別に定めるところにより、次の各号に

掲げる図面を添付して管理者に申請しなければならない。許

可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。 

⑴・⑵ （略） ⑴・⑵ （略） 

（占用料の徴収） （占用料の徴収） 

第２８条 前条の規定による占用の許可を受けた者は、占用料

を納入しなければならない。ただし、次の各号に掲げる占用

物件については、この限りでない。 

第２８条 前条の規定による占用の許可を受けた者は、占用料

を納入しなければならない。ただし、次の各号に掲げる占用

物件については、この限りでない。 

⑴～⑶ （略） ⑴～⑶ （略） 

２ （略） ２ （略） 

（原状回復） （原状回復） 

第３０条 第２７条の規定による占用の許可を受けた者は、そ 第３０条 第２７条の規定による占用の許可を受けた者は、そ



の許可により占用物件を設けることができる期間が満了した

とき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該

占用物件を除去し、当該敷地又は排水施設を原状に回復しな

ければならない。ただし、管理者が原状回復を適当でないと

認めるときは、この限りでない。 

の許可により占用物件を設けることができる期間が満了した

とき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該

占用物件を除去し、当該敷地又は排水施設を原状に回復しな

ければならない。ただし、管理者が原状回復を不適当と認め

たときは、この限りでない。 

（代理人及び管理人） （代理人及び管理人） 

第３７条 排水設備等の所有者が、市内に居住しないとき又は

管理者が必要であると認めるときは、この条例に定める事項

を処理させるため、市内に居住する者のうちから代理人を定

め、管理者に届け出なければならない。 

第３７条 排水設備等の所有者が、市内に居住しないとき、又

は管理者が必要であると認めたときは、この条例に定める事

項を処理させるため、市内に居住する者のうちから代理人を

定め、管理者に届け出なければならない。 

２ 排水設備等を共有し、若しくは共用するとき又は管理者が

必要であると認めるときは、この条例に定める事項を処理さ 

せるため、管理人を定め、管理者に届け出なければならない。 

２ 排水設備等を共有し、若しくは共用するとき、又は管理者

が必要であると認めたときは、この条例に定める事項を処理

させるため、管理人を定め、管理者に届け出なければならな

い。 

３ 管理者は、前項の管理人を適当でないと認めるときは、変

更させることができる。 

３ 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更さ

せることができる。 

（過料） （過料） 

第４０条 市長は、次の各号に掲げる者に対し、５０，０００

円以下の過料を科することができる。 

第４０条 市長は、次の各号に掲げる者に対し、５０，０００

円以下の過料を科することができる。 

⑴～⑾ （略） ⑴～⑾ （略） 

（大田原市農業集落排水施設の管理等に関する条例の一部改正） 

第２条 大田原市農業集落排水施設の管理等に関する条例（平成５年条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前（旧）の欄に掲げる規定を同表の改正後（新）の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後（新） 改正前（旧） 

（汚水量の認定） （汚水量の認定） 



第４条 使用者が排出した汚水量の認定は、次の各号に定める

ところによる。 

第４条 使用者が排出した汚水量の認定は、次の各号に定める

ところによる。 

⑴・⑵ （略） ⑴・⑵ （略） 

⑶ 水道水及び水道水以外の水を併用して使用した場合の使

用水量は、前号の使用水量の２分の１とし、その使用水量

に水道水の使用水量を加算した量を当該併用の場合の全使

用水量とする。 

⑶ 水道水及び水道水以外の水を併用して使用した場合の使

用水量は、前号の使用水量の２分の１とし、その使用水量

に水道水の使用水量を加算した量が、当該併用の場合の全

使用水量とする。 

⑷ 大口使用者は、個々に営業の種類、用途、人員その他事

実を考慮して管理者が認定する。 

⑷ 大口使用者は、個々に営業の種類、用途、人員、その他

を考慮して管理者が認定する。 

(使用料) （使用料） 

第５条 処理施設の使用料については、大田原市下水道条例（ 

昭和５７年条例第１６号。以下「下水道条例」という。）第

１６条の規定を準用する。 

第５条 使用者は、次の区分により算出した合計額に消費税法

（昭和６３年法律第１０８号）第２９条に規定する消費税の

税率を乗じて得た額及びその消費税の額に地方税法（昭和２

５年法律第２２６号）第７２条の８３に規定する地方消費税

の税率を乗じて得た額を合算した額を当該合計額に加えた額

（当該額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた

額）を使用料として納付しなければならない。 

（削る） 基本料金（１箇月

につき） 

超過料金 

汚水量 金額 汚水量 金額 

（１㎥につき） 

１０㎥

まで 

１，２

５０円 

１０㎥を超え３０㎥

まで 

１２５円 

３０㎥を超え５０㎥

まで 

１３５円 



５０㎥を超え１００

㎥まで 

１４５円 

１００㎥を超えるも

の 

１５５円 

 

（使用料の減免） （使用料の減免） 

第７条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めると

きは、使用料を減免することができる。 

第７条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたと

きは、使用料を減免することができる。 

（準用） （この条例に定めがない事項） 

第９条 大田原市農業集落排水事業に関し、この条例に定めが

ない事項については、下水道条例の例による。 

第９条 大田原市農業集落排水事業に関し、この条例に定めが

ない事項については、大田原市公共下水道の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前から継続して下水道又は農業集落排水を使用している者に係る使用料で

あって、施行日以後初めての使用料の支払を受ける権利が確定するものについては、なお従前の例による。 

 

 


